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文化財防火訓練のご案内 
 

 

 

毎年１月２６日は『文化財防火デー』にあたり、全国的に文化財の防火

訓練が行われます。羽島市でも、下記のとおり文化財防火訓練を実施しま

す。防火意識を高め、地域の文化財を守り伝えていくため、多くの皆様の

ご参加をお待ちしています。 

記 
 

１．日  時  令和８年１月３１日（土） 午前１０時 ～ １１時 

２．場  所  徳仁寺（羽島市上中町中２８８） 

３．主な内容  消火器による初期消火訓練、避難誘導、放水等 

４．主  催  羽島市 

５．協  力  上中町中区自治会、徳仁寺寺総代 

６．指  導  羽島消防署南分署 

 
 

『文化財防火デー』は、昭和２４年１月２６日に、奈良・法隆寺金堂の壁画が 

焼失したことを教訓として、昭和３０年に制定されました。 

この機会に、文化財への防火意識を高めていただきますよう、ぜひとも皆様の 

ご理解・ご協力をお願いします。 

今回の訓練会場にも貴重な文化財が残されています。羽島市民をはじめ多くの 

人々の財産です。 大切に守り伝えていきましょう。 

 
● 徳仁寺所蔵文化財 【羽島市指定有形文化財（彫刻）：阿弥陀如来像】 

 

 

 

 

回 覧 

当日の詳細は裏面 



 

● スケジュール 

時 間 実 施 内 容（予定） 

10：00 【開会式】 

⑴ 開会あいさつ 【羽島市長】 

⑵ 来賓紹介 【羽島市議会議長】 

⑶ 協力・指導紹介 

⑷        【上中町中区自治会、徳仁寺寺総代、羽島消防署南分署】 

10：05 【防火訓練】 

⑴  発煙筒点火 【生涯学習課職員】 

⑵  出火確認 【徳仁寺】 

⑶  消火器(水消火器)で初期消火体勢をとる 【参加者：１名】 

⑷  羽島消防署へ通報 【徳仁寺】 

⑸  本堂内にある文化財に見立てた箱を搬出 【参加者：２名】 

⑹  区長の誘導による参加者の避難 【参加者全員】 

⑺  消防車両による放水 【羽島消防署南分署職員】 

10：25 【消火器の取扱等の実習】 

⑴  一般火災の初期消火の対応について説明 【羽島消防署南分署職員】 

⑵  消火器による初期消火の実習 【参加者：３～５名程】 

10：45 【閉会式】 

⑴ 指 導 【羽島消防署南分署長】 

⑵ 総 評 【羽島市長】 

※ 小雨決行（実際に火災等が発生した場合は中止します。） 

 

＜お問い合わせ＞ 羽島市市民協働部    

生涯学習課文化振興係  

TEL：058-392-1111（内線6135） 


